
（様式１）

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

所管課名 園芸畜産課 整理番号 1-26

許認可等の種類 地方公共団体等に対する貸付けの最高限度の認可（加工協）

水産業協同組合法第９６条第１項で準用する第１１条の５

許認可等の概要 水産加工業組合が行う地方公共団体等への貸付の最高限度額の認可

基準の制定根拠 ー

期間の制定根拠 ー

根拠法令条例等・
条項

審査基準
（未設定の場合は
その理由）

未設定(法令等の規定において言い尽くされているため)

　【参考】水産業協同組合法第第１１条第１０項
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ（特定貯金等
の受入れを除く。）に関し、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等
」という。）の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係
る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
２　前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定め
るところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関し
て取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合
における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措
置を講じなければならない。

　　水産業協同組合法施行令第２条　　　
法第十一条第十項第一号及び第二号、第八十七条第十一項第一号及び第二号、第九十
三条第九項第一号及び第二号並びに第九十七条第九項第一号及び第二号の政令で定
める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
２　法第十一条第十項第三号、第八十七条第十一項第三号、第九十三条第九項第三号
及び第九十七条第九項第三号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸
付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
一　漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置
又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
二　地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基
本財産の一部を拠出している法人（主務大臣の指定するものを除く。）が漁港区域におけ
る生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のため
に必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
　　　　　

標準処理期間
（未設定の場合は
その理由）

未設定(過去に申請実績がないため)
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